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タタール商人の町カルガルの成立

18世紀前半ロシアの宗教政策と東方進出
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ト

はじめに

「タタール」は，古くから商人と同義で、使われる言葉でもあり(11 中央アジ

アにおいては現在でも彼らはユダヤ人と並んで 商人としてのイメージが強い。

タタール商人は18世紀後半以降，ロシアと中央アジアを結ぶ貿易で成功し，蓄

えた富をモスクや教育機関に寄進して， 19世紀後半から20世紀の中央ユーラシ

アに大きな影響を与えるジャデイード運動誕生の下地をつくった。彼らが中央

ユーラシア近代史上，重要な役割を果たしたことは疑いない。これらのタター

ル商人のなかでも， 1745年に，ロシアの「東方への窓」とも呼ばれたオレンブ

ルク近郊のカルガル KapraJIbI，QarghalI (別称セイトフスカヤ・スロボダ一 CeII-

(1) Z. V. Toganによれば，これは，モンゴル時代に「タタールjオルトク商人が貿

易を担っていたことによる [Paksoy1992: 86J。
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TOBCKa51 cJIo6oil:a，あるいはカルガラ KapraJIa) に，カザンから移住したタタール

商人の一団は，オレンブルクを基点とするロシアの対中央アジア貿易において

先駆者として活躍した121

カルガルのタタール商人は，ロシア政府からカルガルへの移住の条件として

さまざまな特権を与えられていた。そのうちのーっとして，信仰の自由の保証

があり，カルガルの町の外側には，彼らの移住後すぐに大きなモスクが建てら

れた[豊川 2006:276J 0 1740年代は ロシア帝国において最も激しい正教宣教

政策が採られた期間であったにもかかわらず，このようなモスクの建設が実現

されたことはj主目にf直する。

18世紀前半のロシアは，東方との交易を求めて，また，草原の遊牧民を支配

するため，着々と東南に領土を広げていった。同時に，帝国内の東方諸民族に

対しては，これまでになく大規模な正教化・ロシア化政策が推し進められた。

タタール商人は，まさにロシアの東方進出とキリスト教化政策の狭間で頭角を

現していったと言える O 先行研究においては，エカテリーナ 2世時代に，ムス

リム臣民に対して寛容政策が採られて以降のタタール商人についてはある程度

研究が進んでいるが， 18世紀前半のタタール商人の台頭について，ロシア帝国

の東方政策と宗教政策の関係を背景にした議論は，いまだ十分になされていな

いように思われる(3)。本稿は，カルガルのタタール商人誕生の背景をたどると

ともに， 18世紀前半ロシアの東方政策と宗教政策の特徴を考察することを目的

とする。

史料としては，ロシア帝国法令大全 (IIC3)，様々な丈書を集成したソ連パ

シキール共和国とタタール共和国の資料集 (MI1EA，I1CTOplll! TaTapllll)等のロ

シア語による丈書集を主に利用した。カルガルに関係するウラマーについては，

シハープツデイーン・メルジャーニ-Shihab al-D1n Marjaniによる『カザンと

ブルガルに関する情報の集成JMωt紛 dal-Akhbiir fi Ahwiil-i Qaziin wa 

(2) タタール商人については， r中央ユーラシアを知る事典j: 323-324を参照。
(3) この問題に触れた研究としては Frank1998: 21-39がある。
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Bulgharを利用した(4)。

18世紀ロシアの東南地域については，豊川 2006がパシキール人の動向を中

心に，詳細な議論を展開している O 本稿は，豊川 2006と関心の重なる部分も

多いが，本稿においては，豊川 2006では比較の対象として簡単に触れられる

にとどまるタタール人を軸にして議論を進めていく O このことにより，ロシア

帝国下の同じムスリムであるパシキール人とタタール人の違いが明確になると

ともに，ロシア帝国の支配に対して蜂起を繰り返したパシキール人とは異なり，

ロシア政府と互恵的な関係を結ぶことも多かったタタール人の特徴が明らかに

なるはずである。

タタール人上層階級の消滅と正教化政策

1. 1 ピョートル 1世時代のタタール人上層階級

すでに17世紀後半のロシアにおいて，非正教徒上層階級に対する正教化の圧

力は急速に強まっていたが [i賓本2005J，彼らに対する抑圧は， 18世紀最初の

四半世紀にさらに激しくなった。

ピョートル 1世は，正教に改宗しないタタール人上層階級を，実質的に農民

階級に引きおろした。ピョートル 1世はまず， 1713年11月3日，カザン県とア

ゾフ県のムスリムに対して，半年以内にロシア正教に改宗しない場合，正教徒

農民の居住する彼らの所有地を没収するという命令を出した[I1C3T.5: 

66-67(Nm34)] 0 さらに同月 27日には，ムスリムの所有する村は，短期間のう

ちに所有者全員が改宗せねば村を没収する という新たな命令が出されている

[I1C3 T.5: 71(Nm41)J 0 1715年 7月12日の法令では，改宗を拒むムスリムのも

とにいるロシア人農民を，その耕作と用益地と共に没収する，とされたが，そ

れ以外の土地は，ムスリムの土地所有者の手に残すことが明記され，改宗を拒

(4) この史料については小松 1983:482-483を参照。この史料およびその現代タ
タール語訳Map)KaHH1989その他の文献を小松久男氏より拝借した。ここに記し
て謝意を表したい。なお，本稿のテーマに直接関係する文献には， Rida' al-Dln 

Fakhr al-Dln， Sa'Zd， Kazan 1897があるが，筆者は未見である。
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否した場合でもタタール人が若干の土地を所有し続けることは可能になった151

[I1C3 T.5: 163 (NQ2920)J。

正教徒農民の居住する土地を，非正教徒のもとから没収し，非正教徒による

正教徒への宗教的な悪影響を減ずる政策は， 17世紀半ばから存在しており[演

本 2005J，ピョートル 1世による上記の1713年と 1715年の法令は，旧来の政策

を踏襲したものだ、った。ピョートル 1世はこの上に，タタール人上層階級に対

して新たな弾圧を加えた。軍務タタール CJJy.iKIIJJbIeTaTapbIと呼ばれたタター

ル人上層階級は，ピョートル 1世の治世以降，町や要塞の建設，軍艦の建造の

ための労働を義務づけられたのである O

すでに1703年から，タタール人はペテルブルクの建設作業に動員されていた

が [TeJI兄凹OB2003: 54J， 1715年 5月 2日，カザン県の非改宗の軍務タタールに

対して 4戸に 1人をベテルブルクの建設作業のために提供するように命令が

下された。最初の一群は1，255人であり， 3ヵ月後に第二陣としてカザン県か

ら1‘247人，ニジェゴロド県から120人，アゾフ県から269人がベテルブルクに

送られた(6) [耳I1CI1CT.5: 776 (NQ930); I1CJIaeB 2001・34J0 

1718年 1月31日には，カザン，ニジェゴロド，ヴォロネジの各県およびシム

ピルスク郡の軍務タタールとモルドヴァ人，チュヴァシ人は，海軍工廠の管轄

下におかれ，彼らに軍艦建造のための森林伐採・運搬作業が割り当てられた

[I1C3 T.5: 533-534 (NQ3149)Jo 1719年から 1723年までは 2万人以上， 1724年か

(5) 1726年9月30日の法令では，この時点で別の所有者に渡っていない軍務タタール

からの没収地は，もとの所有者が正教に改宗していれば，その者に返還され，没収

した:1地がすでに人手に渡っている場合には，所有者のいない|地から相当分の 1:
地が元の所有者に与えられる，と定められている [nC3T.7: 699 (NQ4962)Jo 1729 

年3月10日には非改宗の軍務タタールにも没収された土地を返還する法令が出され

たが，これはアンナ帝の即位(1730)の直後に撤回された[I1C3T.8: 254 

(NQ5511); HorMaHoB 2002: 72J 0 1682-83年にも見られたこのような軍務タタール
の封地に関する法令の極端な変化は，これらの時期に起こった政変のために，政権

側が軍務タタールの支持を期待して彼らの歓心を買う法令を出した後，政権が安定

すると，その法令を撤回したために起こったと考えられる。

(6) ウファ郡では，軍務タタールとメシ工リャキ人はこの労働を拒否した。彼らは役

人に戸数を数えさせず，ベテルフルクで、の労働の代わりに現金を支払った。しかし，

これに対する処罰は行われなかった[I1CJIaeB2001: 34 J。
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ら1727年までは毎年 1万人前後の非ロシア人が森林伐採作業に動員されている

[HorMaHoB 2002: 154J 0 1729年には，動員する人数を増やすために， 15-60歳

と定められていた年齢制限も撤廃された [IIC3T.8: 131 (.M5379)J 0 

1718-1837年の聞にヴォルガ中流域で伐採された木材により作られた船は

400隻近くにのぼる [HorMaHOB2002: 161-162J 0 森林伐採作業は重労働であり，

軍務タタールはこの労働の免除を求めて多くの嘆願書を政府に提出している O

1748年以降は，ロシア正教への改宗がこの作業から合法的に逃れる唯一の方法

となり，森林伐採労働も領地没収と同様，非正教徒に対する宗教的な抑圧と

なった [IIC3T.12: 942 (NQ9556)ラ HorMaHoB2002: 143-145J。

封地の没収，森林伐採作業に加え，最終的に軍務タタールを農民階層と同等

にしたのは，彼らの税制・徴兵制上の扱いである。 1722年7月31日には，森林

伐採作業にあたっている軍務タタールが人頭税徴収のための名簿に登録された

[IIC3 T.6: 754 (NQ4065)J 0 1724年 5月22日の法令においては，カザン・ニジェ

ゴロド副県知事クドリャフツオフ H.A.KYil:p5lBU;OB管轄下の軍務タタール

49，029人から，固有地農民と同額の120コベイカの徴収が命じられている

[IIC3 T.7: 287 (NQ4512)J 0 さらに1725年には，カザン，アストラハン，ニジェ

ゴロド，アゾフの各県の軍務タタールから人頭税の徴収が行われた [IIC3

T.13: 447 (NQ9861)J 0 1737年からは，森林伐採運搬労働のために徴兵を免除され

ていた非正教徒も一般農民と同様に徴兵されるようになった [IIC3T.10: 279 

(Nm78)J 0 こうして軍務タタールは，その称号と，若干の土地の所有権こそ残

されたものの，法的には農民階層とほぼ同等の地位に下げられたのである O

18世紀前半におけるこれらの政策の結果，軍務タタールの数は大幅に減少し

た。 1719年に海軍工廠に登録されたミールザー(タタール人貴族)と軍務タター

ルの数は23，750人だったが [A耳 目 山 田 1984・65]， 1795年には，カザン県の軍務

タタールは， 128人の公の称号を有するミールザーを含め， 1，712人にとどまっ

た [x泊 PYTI¥I1HOB1997: 87J 0 上層階級としての軍務タタール人層は，事実上消

滅したといってよいだろう O 彼らの多くは固有地農民になったが，商人やウラ

マーとなった者も少なくなかった。
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1. 2 18世紀前半の正教化政策

18世紀以前にも，軍人ではない一般の非正教徒に対する正教の宣教は行われ

ていたが，その成果は宣教に赴く人物の情熱によるところが大きく，組織的な

ものではなかった。 1721年に宗務院が教会を管轄するようになる頃から，大規

模で組織化された宣教活動が始まる O

最も効果が高い正教化政策の 1っとして，新受洗者 HOBOKpe町四に対する

徴兵の免除が挙げられる o 1720年にアストラハン県知事に対して，新受洗者は

兵士にしないように指示が出されており [IIC3T.6・266(.NQ3622)J，また1722年

11月31日には，カザン県で新受洗者は徴兵しないことが命令されている [IIC3

T.6: 792 (.NQ4123)J。ピョートル l世が始めた恒常的な徴兵制度によって作られ

た軍隊は，相次ぐ戦争の中で，移しい犠牲を出した。死刑を覚悟で軍隊から脱

走したロシア人と比べれば，非正教徒には合法的に徴兵を免れる手段が与えら

れたという意味で，この法令は非正教徒に対する優遇と見ることもできる O し

かし， 1740年には，敵兵を免れた新受洗者の数だけ，受洗を拒む非正教徒が余

分に兵士を供出することが定められており [IIC3T.ll・254(.NQ8236 nyH.14)J，受

洗を拒む非正教徒は，この法令によってロシア人より重い徴兵の義務を果たさ

ねばならなくなった。

1746年のカザン郡アルスク区のヴォチャク人の事例は，徴兵された非正教徒

が受洗して兵役を逃れた顕著な例である O 彼らはこの年に76人の兵士を出して

いるが，徴兵された者はすべて受洗して兵役を免れた。彼らの代わりに徴兵さ

れた56人も同様に全員が受洗して兵役から解放された。さらに彼らの代わりと

してお人が選ばれて送り出されたが，彼らもすべて受洗した。その結果，アル

スク区のヴォチャク人のもとには兵役に適する人聞がいなくなり，部外者を雇

わねばならなくなった[耳目aeB1999: 34J 0 

徴兵免除以外では，受洗の報償として免税の特権が与えられた。 1680年代に

も出された，受洗の報償として税を免除する法令は， 1720年以降，繰り返し出

されるようになる(7)。

(7) 1720年 9月1日 [IIC3T.6: 234ー235(.NQ3637)J， 1721年 8月23日， 1722年 7月17
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これらの受洗に対する報償は，規定どおり新受洗者に与えられるとは限らず，

地方行政府の裁量によって，報償が削られることもあった。徴兵に関しては，

1722年にカザン地方長官が新受洗者をも徴兵したと中央に報告したことに対し，

政府は，まだカザ、ン駐屯軍にいる新受洗者は故郷に帰すようカザン地方長官に

命じているが，すでに軍参議会やほかの隊に送られた者には，軍務を続けさせ

るよう命令している [nC3T.6: 792 (陀4123);I1CTOp悶 TanpMM:326J 0 また，カ

ザン府主教チホン TrrXOHは宗務院への書簡の中で，スヴィヤシスクの官憲が，

1721年に受洗した428人のチェレミス人に，命令を無視して褒賞も与えなけれ

ば，免税の権利も認めていない， と訴えている [unMcaHHeAOKyMeHToB CHHoAa 

T目1:364-365 (NQ331)J。

1731年には，非正教徒を受洗させるための特別な組織が設立された。この組

織は，宗務院ではなく，元老院と政府が直接に管轄する組織だ、った。 1734年か

ら新受洗者事務所と呼ばれたこの組織は，スヴィヤシスクに設置され，多額の

資金がつぎ込まれた(8i [HCJIaeB 2001: 61J。

1740年から，ロシア政府の正教化政策の新しい段階が始まる o 1740年 9月11

日に，宣教活動を一層強化する法令が出された。この法令では，上述のように，

受洗者に徴兵を免除し，その分を非正教徒に割り当てることのほか，全ての新

受洗者に対して， 0.5-l.5ループリの褒賞金と 3年間の免税が約束され，免

除された分の税金は，非正教徒から徴収する税金に上乗せされた [nC3T.11: 

248-256 (NQ8236)J 0 

1740年代に正教化政策が強まる契機として， 18世紀の正教化政策の研究者イ

スラエフ φ.r.I1cJIaeBは，パシキリアを中心とする蜂起や， 1737-1739年の

露土戦争をきっかけとした反ムスリム感情の高まりを指摘している岡田aeB

2001: 72J。しかし，以下に述べるように，パシキリアに対しては沿ヴォルガ地

方と比較すれば，より緩やかな正教化政策がとられており，正教化政策が強ま

日， 1731年4月3日， 1740年9月11日と， 20年間に 5回，新受洗者に 3年の免税を
約束する法令が出されている [nC3T.ll: 253 (NQ8236 nyH目13)J。

(8) 先行研究においては，この組織の名称の変更が1740年と記されることが多いが，
ここでは HCJIaeB2001: 61に従い， 1734年説を採用する。
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る原因としてパシキリアにおける蜂起を挙げるのは矛盾している。ポーランド

継承戦争(1733-1735)や，露土戦争，パシキリアにおける蜂起鎮圧のために，

キリスト教化の圧力を強めることができなかったロシア政府が， 1740年になっ

て内外の問題が収まったために，宗教問題に取り組み始めた，と記すノグマノ

フA.HOrMaHOBの見解 [HorMaHOB2002: 105Jのほうが説得力がある O

次に，ロシア政府はモスクの破壊に着手したo 1742年，新受洗者事務所長官

セチェノフ月.C四 eHOBから，村落部のウラマーがチユヴァシ人にイスラーム

を受容させ，モスクを建てており，それが正教宣教活動の障害となっていると

いう報告を受け取った宗務院は，同年5月10日にモスクの破壊を決定した

[HCJIaeB 2001: 81-82J 0 これをうけて元老院は同年11月19日に，

カザン県に存在する，禁令(91の後に新たに建てられたすべてのモスクは，

至聖の宗務院の決定と，カザン県庁に送られた命令により，殊に正教を受

容した住民がいるところでは，取り壊し，今後(モスクを11刊)建てること

は，絶対に許さない。

という命令を出している [IIC3T.ll: 719-720 (NQ8664)J 0 この法令の発令後，カ

ザン郡で536のうち418，シベリア県のトボリスクとタラ郡で133のうち98，ア

ストラハン県で， 40のうち 29のモスクが破壊された [IIC3T.12: 157-158 

(NQ8978); T.14: 609 (Nu0597)J 0 

同じ1742年の 4月6日には，軍務についている非正教徒に洗礼を施すように

正教の従軍司祭に命令が出されている [IIC3T.ll: 592 (NQ8540)J 0 また， 1743年

9月28日には，これまで新受洗者を非正教徒の宗教的な影響から守るために，

新受洗者に対しでもとの居住地からの転居を命じていたのを，逆に，非正教徒

が転居することに変更した [IIC3T.ll: 914-919 (NQ8792 rryH.3)J 0 また， 1740年

代には，メッカに巡礼に行くことも禁じられている [Frank1998: 33J 0 

しかし，政府による全面的な正教化政策にもかかわらず，非正教徒の聞でイ

スラーム化が進行していたのは注目に値する。 1727年11月30日には，元老院が

(9) 1593年にフヨード‘ル帝からカザン地方長官に出されたモスク建設禁止の命令を指
す [i賓本 2005: 83J 0 

(10) 引用文中の丸カッコは筆者による補足を示す。以下同様。
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カザン県知事に対して，

今後，タタール人のアブイズ(11)は，イスラームの信仰を説くために，ま

た割札のために，ヴォチャク人，チュパシ人，モルドヴァ人や，その他す

べてのムスリムの住居やユルトを絶対に訪れてはならない。もし，そのよ

うなアブイズが見つかったときには 1649年法典の記述どおりに罰する

(すなわち火刑に処する)0 [prA月Aφ.248.OTT.14.月.803.JI .446J 

と，ムスリム聖職者の活動を制限する命令を下している o 1742年11月19日には，

政府は，ムスリムとなった者を探し出して，受洗させること，洗礼を受け入れ

ない場合は罰金を課すことを命じている [IIC3T.ll: 719-720 (NQ8664)J。それで、

も1743年には33人のチュヴァシ人男性と，タタール人に嫁いだ26人のチュヴア

シ人女性がイスラームを受容したことが明らかになり，彼らをイスラームから

正教に強制的に改宗させること 26人の女性はタタール人のもとからもとの

チユヴアシ人の住居にもどすことが命じられている O さらに，これらのチュ

ヴァシ人をムスリムにしたことを認めた16人のタタール人が捕らえられ，シベ

リアへの無期限の流刑に処された [IICIIPBIIH.T.3: 200-202 (NQl115)J 0 また，

アストラハン県知事だったタチシチェフ B.H.Tann.l¥eB(JzI ~こよると， 1744年に

カルムイクの221人の男性と， 413人の女性がイスラームを受容した。これは，

ウラマーによる熱心なイスラーム宣教活動によるものでもあり，また，カル

ムイク女性がムスリムと結婚するときに，イスラームを受容したためであった。

これ以降，タタール人男性とカルムィク人女性の結婚は禁じられた[I1crraeB

2001: 9410 

一方，正教宣教師による非正教徒住民の強制的な洗礼は，住民からの反発を

引き起こしたため， 16世紀半ばに国家政策として正教化政策が始まって以来の

伝統を引き継ぎ， 18世紀にも強制的な洗礼は公的には禁じられていた。実際，

日1) ロシア語史料では a6hI3と記される。 17-18世紀におけるウラマーと知識人の称
号。おそらくはコーランの暗論者ハーフイズの歪由形。リザー・ファフレツデイン

によれば，カザン・ハン国消滅後は，読み書きができなくても，多少のコーランの

知識があれば，この称号で呼ばれることもあった[I1crraMB CpeiJ;HeM IIoBo且2Khe

2001: 105J。

凶 タチシチェフについては，阿部 1996を参照。
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1719年 7月31日に元老院からシベリア県知事に，ウファとクングル県の非正教

徒に対する強制的な洗礼を禁じる命令が出されている [IIC3T.5: 726-727 

(NQ341O)Jo 1740年9月11日の法令でも [IIC3T.13: 249 (N28236，町 H.3)J，また，

1750年10月15日の宗務院の決議でも「聖なる洗礼を受けることを望まない者に

は，絶対に洗礼を強要しではならない。そして，洗礼させるために彼らをなに

によっても脅迫しではならないJ[IICIIPBIII1 T.3: 284 (J唱1174)J と，強制的な

洗礼は繰り返し禁止されている O

しかし，度重なるこれらの法令にもかかわらず，正教の宣教師による強制的

な洗礼が止むことはなかった。政府が強制的な洗礼の事実を知りながら，なん

ら対策をとらないことも多く，強制的な洗礼の事実を訴えるためにベテルブル

クに行ったタタール人が，宗務院に送られて強制的に正教に改宗させられたこ

とさえあった[I1CJIaeB2001: 103， 114J 0 

これらの政策により，とくに1740年代には多くの新受洗者が誕生した。政府

が正教化政策として新たな方策を打ち出した翌年の1741年には，前年の30倍に

あたる9，159人の新受洗者が数えられる[I1CJIaeB2001: 85J。しかし，新受洗者

の多くはタタール人やパシキール人以外のアニミストであり，ムスリムから新

受洗者となった者は少なかった。タタール人の新受洗者の人数は，研究者によ

りいろいろな計算がなされているが，例えば最新のイスラエフの研究によれば，

1743年から 1749年までの新受洗者278，283人中4.067人とされている(13) [I1CJIaeB 

2001: 99J 0 

改宗を拒んだタタール人は，新受洗者が免れた税金や徴兵を，自分の割り当

てに加えて負担せねばならなかった。これらの負担を嫌ったタタール人の多く

は，より宗教的な締め付けが緩く，また，税の負担が軽かったウファと沿ウラ

ル地方に移住して負担を逃れた。 以下に示すように，沿ヴォルガ地方と異なり，

これらの地域では，同時期に異なった政策が採られていたのである O

同)J，.M.I1cxaKoBの計算によれば，タタール人の新受洗者の数は， 1719年には
17.000人(タタール人の6.5%)， 1744年には23，000人(7%)， 1762年には30.300

人 (7.6%)である[I1cxaKoB1980: 37J 0 
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2 東方政策におけるタタール人

2. 1 沿ヴォルガ地方のタタール人による東方への移住

イヴァン 4世による1552年のカザン征服後，沿ヴォルガ地方に多くのロシア

人が移住してきたo 1710年の人口調査では，沿ヴォルガ地方にロシア人農民

81，263戸と，非ロシア人ヤサク民88，061戸が確認でき，ほほ同数である。 1747

年には，カザン県の全住民のうち，非ロシア人は， 30%を下回っていた

[PaXMaTyJlJUfH 1988・8310

これらのロシア人に押し出される形で， 17世紀末以降，沿ヴォルガ地方から

パシキリア方面へ，タタール人，チュヴァシ人，チェレミス人等の非ロシア人

住民が移住していった。 17世紀末に，ウファ郡のある住民は，彼らのヤサク地

にさまざまな町や地方から，タタール人やチュヴァシ人，チェレミス人や新受

洗者が勝手に移住してきて， 20以上の村を大君の命令なく形成した，と嘆願書

の中に記している [PaXMaTy四 回 1988:83-84J 0 18世紀初頭までに，沿ウラル地

方には， 22，000人以上のタタール人(地域全体の8.7%) が居住していた

[HcxaKOB 1980: 32J 0 

18世紀にはいると，非ロシア人の沿ヴォルガ地方からの流出はさらに強まる O

18世紀の最初の15年間にこの地方で 2倍から 3倍に跳ね上がった諸税の負担が

その主要な原因として挙げられる[豊川 2006:447-448J 0 1710年から1714年の間

だけで， 35，000戸のヤサク農民がカザン県から流出し，その大部分がパシキリ

アに向かった [PaXMaTyJlJlHH1988: 84J 0 この動きは農民だけにとどまらず，

1715年にはカザン県知事が元老院への報告のなかで，

カザン県の町々から多くの異教徒の軍人が逃亡し，ウファ郡に流入して

いる O ウファのパシキール人や上述のメシェリャキ人，タタール人は，そ

の逃亡者を引き受け， (当局に)引き渡さない。[月ncncT.5: 776 (NQ930)J 

と述べている O

それで=も， 1719年までは，ロシア国内のタタール人のうち9l.3%がヴオルガ

中流域に居住していた。 1719年から1745年には，タタール人の沿ウラル地方へ
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県別人口推移

1719年 1744年 1762年

ヴォロネジ県 24，787 22‘524 23ラ695

ニジェゴロド県 13，020 17，168 20う182

カザン県 203，232 213‘520 248，861 

オレンブルク県 19‘978 73う849 87，884 

(ウファ郡) (17，260> (59，238> (71う004>

(スタヴロボリ郡〕 (838) (3町054> (3‘559> 

(オレンブルク郡) (-> (8，776> (11，614> 

(イセツク郡) (1，880> (2，781> (1，702> 

JIcxaKoB 1980・33 表 2より作成(オレンブルク県が形成さ
れたのは1744年であるため，オレンブルク県については郡の

詳細を記した)

の移住によって，その地のタタール人人口は64，000人(全体の20%) に達した

[McxaKOB 1980: 32J 0 カザン県知事ヴォルインスキー A，IT，BOJIbIHCKII負による

1730年の報告には以下のように記されている O

20年前は(パシキリアに)35，000かせいぜい40，000人のパシキール人し

かいなかったのに，今は逃亡者によって(人口が)10万以上になった。カ

ザンやシベリア，テムニコフ，その他周辺の県のヤサク・タタール人は半

分以上がパシキリアに移住した。そのうえ，異教徒，モルドヴァ人，チュ

ヴァシ人，チェレミス人，ヴォチャク人は村ごと移ってきた。 [MCTOpIDI

TaTapmr: 399J 

この時期が，タタール人による沿ウラル地方移住のピークだったが

[McxaKOB 1980: 33J， 1745年以降も，沿ヴォルガ地方からのタタール人流出は

続いた。第二回人口調査が1744-47年に行われたが，そののち16年間で，カザ

ン県のタタール人人口は， 75，000から45，000に減少した [PaxMaTyJIJIMH1988: 

84J という数字からは， 18世紀半ばにおける，沿ヴォルガ地方からのタタール

人の大規模な流出が確認できる O

18世紀前半における沿ヴォルガ地方からパシキリアへの移住の波は，

1735-44年のオレンブルク建設によってさらに強まった。ロシア政府は，オレ
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ンブルクの周辺の町々に移住者を募り，戦略的に重要な地区を定めて，時には

強制移住という手段を交えつつ，農民を移住させていった [PaXMaTyJlJlHH1988: 

57-58， 104-105J 0 オレンブルクは， 16世紀に建設されたウファに代わって，ロ

シアの南東政策の新たな拠点として発展していった(i九

ロシア政府の積極的な移住奨励政策の結果，南ウラル地域(オレンブルク県)

の人口は， 1719年から 1795年の聞に3.4倍に増えた[豊JII2006: 260 J 0 パシキリ

アへの自由農民の移住者には 税の免除など 政府からの経済的な褒章が与え

られることが多かったが [PaXMaTyJlJlHH1988: 105J，タタール人のパシキリアへ

の移住には，経済的な理由だけでなく，宗教的な弾圧の激しい沿ヴォルガ地方

からの離脱という面もあったと考えられる[I1cxaKoB1980: 33-34J 0 

18世紀中葉，オレンブルク県の住民構成の第一位がロシア人であることから

もわかるように[豊川 2006:261J，これらの移民全体のなかでは，タタール人

の占める割合はさほど大きいものではなかったが，タタール人の大量の移住，

とくに，ウラマーたちの移住は，パシキール入社会に大きな宗教的影響を及ぼ

した11~

沿ヴォルガ地方のウラマー州は，カザン・ハン固滅亡後，国家の後ろ盾を失

(14) オレンブルクの建設，および，バシキリアへの植民過程については，豊川 2006:

183-284を参照。

白骨 タタール人ウラマーによるパシキリアへの移住とバシキール人の聞でのイスラー

ム宣教が， 18世紀のバシキール蜂起の決定的な要因となったと考える研究者もいる

が，パシキール人の蜂起の原閃は，イスラームの宣教だけではなく，ロシア政府に

よる植民政策への以発など，さまざまな要因がからみあったものだった

[Azamatov 1996: 94-95;豊)112006:312-313J。

同沿ヴォルガ地方のウラマーのなかには，タタール人上層階級山身者も少なくな

かった。タタール人の系譜においては， 18-19世紀のウラマーの祖先の多くがミー

ルザーや軍務タタールとされている [A耳 目 凹 回 1984:66J 0 たとえば， 19世紀末か

ら20世紀にかけて活躍した社会評論家ユースフ・アクチュラの一族であるアク

チュッリン AKQyJlJllIH家は，カザン・ハン国時代から12世代目まではミールザー

と呼ばれているが， 18世紀末からは，ムッラーの称号で記録されている [AJlHWeB

1984: 66J。また，メルジャーニーのウラマー列伝のなかでも，祖先がミールザー

に遡る人物が見られる(例えば， Mulla‘Abbas al-KusharI [Mercani: 261])。系譜に

おいて偽って祖先の身分を高く記すことはままあり，これらの系譜のすべてを信頼

することはできないが，それでも，経済力においても教育レベルにおいても一般の

タタール人よりは優位にあったミールザーや軍務タタールの家系から，多くのウラ

マーが輩出したと考えても誤りはないだろう。
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ったが，イスラーム世界から孤立したわけではなかった。沿ヴォルガ地方のウ

ラマーの一部は， 1552年のカザン・ハン国滅亡後，ダゲスタンに，その後しば

らくしてからは，ブハラに行って教育を受けた回。ロシアによる征服のために

滅びかけたマドラサ教育システムを再建したのは，これらダゲスタン出身者や，

そこで学んだウラマーたちだった[I1CJIaMB Cpei¥HeM IIoBomKhe: 109J 0 

タタール人ウラマーのパシキリアへの移住については，パシキール人から

1722年に出された，逃亡中の 4人のタタール人の「ムッラーとアブイズ」を，

自分たちのモスクや子弟の教育のために自分たちのもとに住まわせる許可を願

う嘆願書は時 [MI1EAT.1 q.1: 296 (.NU31)]， 1734年にスヴィヤシスクとカザンか

ら来た 3人のアホン仰の任命をオレンブルク長官キリーロフII.K.KH.pH.江江OB

に求めるパシキール人からの嘆願書 [Frank1998: 27J， 1735年にキリーロフか

らアンナ帝へ提出された，カザン出身のタタール人のアホン10人がシャリーア

を広め，チュヴァシ人，モルドヴァ人ばかりかロシア人まで割札し，許可なし

にモスクや学校を作っている という報告書などから確認できる [Azamatov

1996: 95J。

パシキリアにおいては 8世紀ごろからイスラームが浸透し始めたと考えられ

ているが，その後もアニミズムの影響が強く残っており，上層階級だけでなく，

一般のパシキール人にもイスラームが浸透したのは，沿ヴォルガ地方からの移

住者が急増した18世紀以降といわれている o 1720年代にロシア政府はパシキリ

アにおけるシャリーアの影響を制限しようとしたが タタール人のパシキリア

への移住によって，パシキリアにおけるシャリーアの影響は強化された

[Azamatov 1996: 94J 0 

のちにパシキリアで重要な教育拠点となるマドラサが， 1709年にはスユン

(17) 沿ヴォルガ地方とブハラとの宗教的なつながりについては小松 1983;2006参照。
(1司 この嘆願は受理され，パシキール人のもとに 5人(3人のムッラーと 1人のア

ブイズ人のメシェリャキ人)が残ることを，即座にほかの逃亡者を引き渡すこ

とを条件に許されている [MI1EAT.1. q.1: 296 (N2131)J。
同 アホン akhundは，広義にはイスラーム法学・神学に通じた人を指すペルシャ語。

ムッラー，ウラマーとほぼ|司義。ヴォルガ・ウラル地方とシベリアではイスラーム

法の専門家の称号として使われていた。
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ドゥク CyIOH町K 村で， 1720年にはステルリパシュ CTepJHI6a凹村で建設され

た事実は同 [φapx凹 aTOB1994・16]，パシキリアにおける 18世紀はじめのイス

ラームの広まりを示すものといえるだろう O 激しい宗教弾圧が行われた沿ヴォ

ルガ地域では，モスクやマクタブがロシアの迫害が及ばない地方の村々におい

てかろうじて存続し，タタール・ムスリムの丈化的伝統は都市部よりも村落地

域においてより強く維持されたことが知られているが[小松 1983:485J，彼ら

の伝統はまた，移住先のパシキリアにおいても存続したのである O とはいえ，

パシキリアのイスラーム教育機関のウラマーたちは， 18世紀前半にはパシキー

ル反乱の指導者となることも多く，その場合には，反乱鎮圧後に教育機関は破

壊され，関係したウラマーたちは厳しく罰せられた [φapXIIIaTOB1994: 16J と

いうことは確認しておかねばならない。

一方，パシキリアにおける正教宣教政策は，パシキリアがロシアの領域に

なった16世紀後半以降， 17世紀半ばまでは限られたものだ、った。 1670年代以降，

ロシア政府によって，パシキリアに対する正教化政策が採られるが，

1681-1683年， 1704-1711年のパシキール人の蜂起の理由のひとつにこれらの

正教化政策があったことから 1720年以降 ロシア政府はパシキリアに対する

宗教政策を慎重に進めるようになった [Azamatov1996: 93-94J 0 

しかし，パシキリアにおける正教化政策の相対的な緩和は，ウラマーの自由

な活動を意味するものではなかった。 1730年代半ば，すなわちオレンブルクの

建設以降，政府によるウラマーに対する統制の動きが見られるようになる

[Frank 1998: 26J 0 オレンブルク遠征隊長官キリーロフは1735年に，

たとえ小さな罪であっても，ムスリム聖職者が関与したら，彼らを容赦

せずに罰し，ウファだけではなく，彼らが住んで、いる，カザンやその他す

べての郡から追放するべきである O というのは，一般のタタール人は，彼

らを預言者のごとくに信じており，また，彼らは(一般のタタール人を)

慎み深い生活により自分に惹きつけて， (一般のタタール人の)信仰を確

凶 ステルリパシュに1720年に建てられたマドラサの第 1ムダッリスは，ムスリム示
務局の最初のムフティとなった MuhammadJan b. a¥-Husaynの父， Husayn b. Mulla 
‘Abd a¥-Rahmanだった [Frank1998: 26J。
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固たるものとし，高めているからである o [MI1EA T.3: 494 (No49)J 

と述べ，ウラマーの追放を主張し，さらに彼らをベルシア語やアラビア語の通

訳として利用することを提案している O

1736年，ロシア政府は，キリーロフの提案に従って，そのときパシキール人

の聞に10人いたアホン巴1)の数を 4人に減らし，行政区画である道月oporaごと

に一人とすること，アホンは，その道のムスリム共同体が選出するが，最終的

にはウファの行政府の承認を受けるべきこと，承認されたアホンは，政府に忠

誠を誓わねばならないこと，モスクや学校は，公的な承認ののちに建設するこ

とを命じている [rrC3.T.9: 743 (N26890ヲ rryH.14);I1CTOp悶 TaTap11l1:408J。この決

定は，ウラマーの数を定めて認可制とし，ウラマーに忠誠を誓わせる点で，の

ちに制度化されるムスリム宗務局の萌芽といえる。

1735-40年のパシキール人蜂起の頂点で下されたこの決定は [Azamatov1996 

96]，アホンの数を減らし，ウラマーを統制する意図で発せられたものだ、った。

しかし，沿ヴォルガ地方では，同時期にこのようなウラマーの承認はまったく

行われていなかったばかりか，上に記したように， 1734年にはスヴイヤシスク

に新受洗者事務所が設置され，強硬な宣教政策が進められていたことを想起す

れば，ウラマーの存在を正式に認めたという点で，この決定にはロシア政府の

パシキール人に対する譲歩が含まれていたとも考えられる O

実際， 1742年に沿ヴォルガ地方やシベリアでモスク破壊が始まったときにも，

パシキリアではこれらの地方と同様の政策は採られなかった。ロシア政府は

1743年に，ウファ郡の17人の長老 CTaprlll1Haから出された，ウファ郡のモスク

の破壊中止を訴える嘆願 [φ.248 Orr.14月803JI.IJ に対して， 1744年 2月に，

知られているように，パシキール人の居住している場所には，新受洗者

の住居はない。そして，彼らは特別な法のもとにある。このため，現在ウ

ファ地方のパシキール人の居住地にあるタタールのモスクは，今後の命令

があるまで残す。

という命令を出し，新たなモスクの建設を禁じるにとどまったのである [rrC3

白日 前述のようにこの10人のアホンはすべてカザン出身のタタール人だった。
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T.12: 26 (N28875)J 0 

近年のロシア帝国論では，ロシア帝国に一貫した民族政策はなく，民族ごと，

あるいは地域ごとに政策が異なっていたという議論がなされている凶。 18世紀

前半の対ムスリム宗教政策に関しでも，パシキリアと沿ヴォルガ地方ではこの

ようにはっきりした違いが見られる問。この違いの理由は，フランクが指摘し

ているように，パシキリアにおける行政府が，ロシア化を目指すよりは，利益

を上げる植民地的な経営を目指したことに求められるだろう [Frank1998: 25J。

同時代における異なる地域での民族政策の差異は，ここで示したように，民族

の移住に結びっくこともあった。

同じ辺境でも，シベリアではモスクの破壊を含む，より強い正教化政策が採

られたのに対し凶，パシキリアで緩やかな政策が採られた理由の一つは，オレ

ンブルクを基点として中央アジアとの貿易を発展させようとするロシア政府の

意図だ、った。

2. 2 オレンブルクにおける対中央アジア貿易の開始

1730年代後半は，ロシア帝国が本格的に東方に目を向けた時代であり，この

時代を境に，ロシアと東方周縁諸民族の政治的，経済的な関係の中心は，アス

トラハンからオレンブルクに移った [HOfMaHOB2002: 92J 0 

1735年から1744年に建設されたオレンブルクは それを提案したキリーロフ

の「草案」のなかに明記されているように，ロシアの南東地方の天然資源の利

ロヨ BeHHllfceH 1995ラJJ:兄KllH1995ヲ Mau，y3aTO2004ラ宇山 2006など。
凶 しかし，パシキール人に対して正教化政策が行われなかったわけではなく，パシ

キール人が正教に改宗した事例も見られる。 1739-1744年の飢鐘時にはパシキール

人の自発的な改宗が増加した。また，改宗政策の中心拠点だったノガイパクではパ

シキール人が改宗させられている。さらに，蜂起が鎮圧されたのちには，大量のバ

シキール人の改宗が起こっている [Azamatov1996: 97-98J 0 1738年には，一旦洗
礼を受けた後にまたムスリムにもどったバシキール人が，オレンブルク長官タチシ

チェフによって火刑に処せられた[豊JlI2006: 310J。ここで述べているパシキリア
における宗教的な寛容は，あくまでも，同時期の沿ヴオルガ地方と比較してのもの

である O

凶 シベリアでは中央アジア貿易に大きな役割を担っていたブハラ商人を含むムスリ

ムの移住とモスクの破壊の指示が出され， 1745年に実行された [Frank1998: 29J。
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用と経済開発，カザフ人やカラカルパク人などに対する民族政策の拠点の設立

という目的とともに，カザフ草原を含めた対中央アジア貿易の活性化という意

図をもって行われた[豊川 2006:186-198J。ロシア政府はオレンブルクに，カザ

フ人との交易の中心になること，ロシア中心部やヴォルガ流域，シベリアから

ロシア商人をひきつけること，また，タシュケント，ブハラ，東トルキスタン

からの商人を集めること，さらには，中国やインドとの交易の開始をも期待し

た [ArrorrrrOBa1960: 233J 0 

オレンブルクを商業都市にするために，ロシア政府はさまざまな特権をオレ

ンプルクへの移住者に与えた。オレンブルクで商売を行う者には関税や人頭税

が減免され，国庫からの無利子での融資が行われた。「ヨーロッパの外国人と

アジアの諸民族」に対しては，オレンブルクの町ともとの居住地との自由な往

来と信仰の自由，聖職者を有する権利が認められた [IIC3T.9: 344-349 

(NQ6584); AnorrrroBa 1960: 100，234; MI1XarreBa 1982: 15， 39J。

1742年にネプリューエフがオレンブルク委員会を率いると，オレンブルクの

商業は順調に発展していく o 1747年にオレンブルクの町には837戸が確認され

ているが， 1760年までには 2ヲ866戸に増加した [MI1XarreBa1982・22J。また，

オレンブルクで、関税を支払って取引された額は， 1738年の28，009ループリから，

1749年の90万ループ1人 1751年の170万ループリへと急増した [BI1TeBCK国 T.3:

841; Ml1xarr巴Ba1982・28J0 

ネプリューエフは，

私はカザフ，ヒヴア，タシュケント，カシュガル， トルクメン，ブハラの

人々を商売に招き，その利益を保証する書簡を外国に送った。 [HenmoeB:138J 

と自伝のなかで述べているように，中央アジアの商人をオレンブルクに招致し

た。彼はまた，毎年インドに隊商を送ること，ヒヴァとブハラに常駐の事務官

を置くことを元老院に提言している [BI1TeBCKIIHT.3: 827J。

オレンブルク建設までは，対中央アジア貿易の拠点はアストラハンだった

[YcMaHoB 1992: 506; HorMaHoB 2002: 92J 0 シベリアのトボリスク闘を通る草原

間 トポリスクには，多くの特権を与えられたブハラ商人が居住しており，彼らが18

世紀前半までの中央アジア貿易のかなりの部分を担っていた [IOrrl1a凹 eB1964: 81J 0 

50 

L 

ト

11 



」

イ

寸|

東洋史研究第六 [1L巻 第 六 号 2007・01 校

564 

ルートも利用されてはいたが，このルートは遠く，遊牧民の略奪に遭う可能性が

高かった [An0J1J10Ba 1960: 285J 0 オレンブルクの建設と， 1735 

1745年の聞にパシキリアに造られたおの要塞， 36の角面壁 pep;yT

[PaXMaTyJ1J1HH 1988: 55Jは，遊牧民の攻撃を完全に防ぐことはできなかったも

のの，キャラパンの安全性を高めた。また， 18世紀に進んだカザフによるロシ

ア帝国への臣従も，ロシア・中央アジア貿易の振興に役立つた凶。

オレンブルクには，カザフ人やブハラ，タシュケント，カシュガルの商人が

やってきた。すでに1735年には，オレンブルク建設の計画を知ったタシュケン

トの商人がウファにやってきて，キリーロフに毎年彼らがオレンブルクにやっ

てくること，ロシア商人をタシュケントに招くことを提案 Lている

[BHTeBCKHH T.3: 673J 0 また，例えば1756年 7月には，オレンブルクにブハラ

から60人，タシュケントから14人，ヒヴァからは13人の商人がやってきたこと

が確認できる [An0J1J10Ba1960・238Joオレンブルクにやってきた中央アジア商

人は，タタール人を介してロシア人と取引することが多かった問。

おそらくはロシア商人の利益を守るため， 1755年12月 1日に，中央アジア商

人のオレンブルクからロシアの内部の町々への移動は モスクワとベテルブル

クにのみ，金銀と宝石を商うためにだけ，夏のオレンブルクでの市が終わるま

でという期間限定で許可されることになった。この規制により，中央アジアの

商人は，貴金属と宝石以外の商品をオレンブルクで売買せねばならなくなった

ため，中央アジア商人の代理人としてロシアの諸都市に赴くタタール商人の重

要性は，それまで以上に強まったと考えられる [MHXaJ1eBa1982: 39J。

一方，オレンブルクを拠点としたロシア側の商人による対中央アジア隊商貿

易も始まった。オレンブルク委員会長官タチシチェフは， 1738年，オレンブル

クからタシュケントにむけて最初のキャラパンを出した [An0J1J10Ba1960: 113J 0 

凶 ロシアへのカザフの臣従と，ロシアの対中央アジア貿易は密接な関わりを有して
いる。また， 18世紀におけるロシアの東方政策を考える上でカザフは重要な要素の

ひとつであるが，カザフ臣従に関する問題は本稿における議論の枠を大きく超えて

しまうため，本稿ではあえてこれ以上は触れない。
間 ロシアにやってきた中央アジア商人のもとでのタタール人仲介入の役割について

はHe6oJ1bCIIH1855: 158を参照。
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しかし，このキャラパンはタシュケントから 2日行程のところで大ジュズのカ

ザフ人によって略奪され，失敗に終わった。 1739年，第三代長官ウルソフ

YpyCOBによって送られた三つのキャラパンも，草原で小ジュズのカザフ人に

強奪された [Bl'ITeBCKI1HT.3: 675-676J。オレンブルク発の隊商貿易の成功は，

上述のネプリューエフの時代を待たねばならなかった。

オレンブルクから中央アジアに赴く商人のなかには，多くのタタール商人が

含まれていた。彼らは中央アジアの人々と同じくムスリムであり，ロシア商人

よりも低い関税での貿易が可能だったためである O 中央アジアでの関税は，ム

スリムが2.5%，キリスト教徒とイラン人が 5%，場合によっては10-20%の

関税をかけられた倒。このためロシア人は，おもにタタール人を雇って中央ア

ジアで貿易させた。カザフ人がロシア商人の仲介者となることもあった。これ

らの商売の利益は， ときには60%にも及んだ [M回日eBa1982: 36J 0 

オレンブルク建設の目的のひとつには，遊牧民であるカザフ人との貿易の拡

大があった。 1747年には，一般のカザフ人に対してオレンブルクにおける売買

に際する関税免除の措置がとられている。ロシア人とカザフ人との貿易におい

ても，同じテュルク系の言語を用い，カザフ人との会話に慣れたタタール人は，

ロシア商人の代理人として利用された凶 [ArrOJIJIOBa1960: 234， 243J 0 19世紀に

なると，タタール人はその手に草原における商業のほぼ全てを握っていると言

われるほど，カザフ草原において重要な存在となる [BaCI1JIbeB1898: 15J 0 

オレンブルクでは，ムスリムでありかっロシア帝国臣民であるタタール人が，

商人としても，またロシア商人と中央アジア商人の代理人としても重要な役割

を果たすようになった。なかでもオレンブルクで主要な役割を果たしたのは，

カルガルとヴォルガ中流域のタタール人だった [Arro四 OBa1960: 295J 0 

包司 シャリーアに従えば，非ムスリムに対する関税は 5%だが，ロシア人に対しては，

それ以上の関税がかけられることもあった [He6oJIbCI1H1855: 33-34ラ 151-152J。
白骨 ロシアとカザフとの関係において，タタール人は，商人として以外に，ロシア政
府の官吏としても重要な役割を果たした。例えば，カザフ人をロシアへの臣従に導

いた A.H.TeBKeJIeBはタタールの山身だと言われている。また， 1746年にアブル

ハイル・ハンのもとに派遣され，オレンブルクにおけるロシアとカザフとの貿易再
開のためにハンの説得にあたった A.EeKMeTeBもタタール人である [BaCI1JIbeB

1898: 3-4; ArrOJIJIOBa 1960: 255J。
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3 カルガルのタタール商人

3. 1 カルガルの成立

カルガルの商人の母体となったのはカザン地方のタタール商人で、ある。カザ

ン地方では， 17世紀末から18世紀初頭にかけて，とくにピョートル 1世の改革

以降，多くのマニファクチュアが建設され，工業が飛躍的に発展した。また，

商業も発達し， 17世紀末にはカザンにロシア商人は676人，タタール商人は595

人数えられる [YcMaHoB1992: 509J。この時代は，タタール人の富裕層形成の第

一段階といわれているが，この階層の形成に無視できない役割を果たしたのが

軍務タタールである [XacaHOB1977: 19ラ 24J。

1552年のカザン・ハン国のロシアへの併合ののち，タタール人はカザンの城

砦内部から追放されて，城砦近くにタタール人町 TaTapCKa5!cJIo6oll:aを形成

した。軍務タタールの一部はそこに居住した。彼らは，遅くとも 1685年には，

ほかの地域の軍人とは異なり，封地を与えられずに，商業や手工業で生計を立

てていた [rrC3T.2: 701 (.NU143); HorMaHoB 2005: 79J。

オレンブルクができるまで，草原経由の対中央アジア貿易の中継地だったト

ボリスクやタラの関税の記録からは， 17世紀後半に軍務タタールがブハラやカ

ルムィクの商品をもって通関していることが判明し [MCTOp悶 TaTapmI:

237-238J，すでにこの時期に軍務タタールが貿易に携わっていたことがわかる O

軍務タタールがどのような過程を経て森林伐採労働を含む国家勤務から完全

に解放され，商人となったのかは明らかではないが刈，大商人となったタター

ル商人の多くの家系が，その祖を軍務タタールやミールザーに帰している O 代

表的な例としてはカザンの大商人ユヌソフ旧HyCOB家，アイトフ AIITOB家，

ザマノフ 3aMaHOB家などがある o 18世紀後半には，軍務タタールが所有する

マニファクチュアは100近くに昇った [AJIH凹 eB1984: 67; )J，e回 TbIX2002: 44-45， 

倒一つの契機としては， 1763年に元老院からカザ、ンの軍務タタールに出された，自
由に商業を行なう許可が挙げられる。この後，タタール商人の数が急速に増えてい

る [XacaHOB1977: 53J 0 
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58， 76J 0 

1744年，オレンブルク県知事ネプリューエフに，オレンブルクへの移住を嘆

願した，カザン県のママドィシュ MaM矧 bIIII郡マメトヴァ・プストシ MaMe-

TOBa rrycToIIIb (タタール詰では EawJIapca6acbI)村のヤサク民，サイード・ハ

ヤーリン CeHTXa5lJIHH [XacaHoB 1977: 41; HCJIaeB 2001: 122]は，カザン地方で

形成されつつあったタタール商人階級の一人だ、った。 1744年の時点では，オレ

ンプルクへの移住者に与えられた多くの特権にもかかわらず，オレンブルクに

は商人が十分に集まっておらず [nC3T.12: 40 (N28893)J，対中央アジア貿易の

発展を目指した県知事ネプリューエフにとって，ハヤーリンの申 L出は，願つ

でもないものだっただろう O

ネプリューエフは元老院に彼らの移住の許可を求め，元老院は1744年 3月8

日付けで，オレンブルクに「富裕で商業を営めるJ200家族のタタール人をカ

ザ、ンから移住させることを許可した。 1745年 8月8日にサイード・ハヤーリン

に与えられた，移住条件を定めた丈書においては，カザンのタタール商人だけ

でなく，カルガルへのヒヴア，ブハラ，タシュケントやその他の中央アジア諸

都市からの技術者や労働者の移住が奨励されている [PHOT.147: 187; MI1XaJIeBa 

1980: 40J。

カルガルへの移住者には，

元老院によってそこ(カルガル)にモスクを建てることが許された。オ

レンブルクの町に与えられた特権によって，それは許されること，また，

それなしにはそのような新しい場所に住民を増やすことは不可能であるこ

とを考慮したためである。 [nC3T.12: 41 (N28893)J 

として，モスクを建設することが許された削ほか，徴兵が免除された。さらに，

彼らが移住する土地は，周辺の播種地や草刈場，森とともに， I永遠に，子々

叫 しかし，カルガルへの移住者に対して宗教的な制約が全くなかったわけではない。
カルガルのムスリムには，ロシア人や，受洗したチェレミス人，ヴォチャク人など

の正教徒を雇用することが禁じられていた。 1767年，新法典編纂委員会においてカ

ルガルの住民はこの禁止の撤廃を訴え，もしキリスト教徒を雇用した場合には，キ
リスト教徒に斎戒を守らせ，近隣の教会に通わせると誓っている [PHOT.147: 

221-222J。
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孫々に渡って没収されることなく彼らの所有するものとなりJ，漁や狩猟のた

めの用益地の利用，工場建設の権利に加え，オレンブルクの住民に認められた

全ての特権が認められた [PHOT.147: 181J 0 

サイード・ハヤーリンを筆頭とするカザ、ンのタタール商人たちは， 1745年 8

月8日にオレンブルクから 18krn離れた カルガラ川がサクマラ川に合流する

地点に移イ主し，ここは，ロシアE昔名セイトフスキー・スロボダーω(1サイード

の村」の意)， タタール語名カルガル(村に面したカルガラ川に因んで)と呼ばれ

るようになった。

「オレンブルクのタタール商人」と呼ばれた [MHEAT.4 Q.2・397(Jも471)J

カルガルの商人は，身分としては農民だった [ArrOJIJIOBa1960: 242J 0 ロシア商

人には，第一ギルド闘に属する商人にのみ中央アジア商人との売買が認められ

ていたが [MIIXaJIeBa1982: 40J カルガルのタタール商人の中央アジア商人との

売買にはこのような制限はなかった。こうした優遇はときにロシア人の反発を

よび， 1766年には，新法典編纂委員会において，タタール商人がロシア商人の

活動を阻害しているとして，農民全般， Iとくに異教徒jに商業を禁じること

がロシア人代議士から提案され[目印刷 BCpeAHeM I10BOJI五 回 2001:95J，この議

論の中ではカルガルのタタール人が異民族の商人の例として挙げられている

[TaIII阻 H1921: 81J 0 

以上のようなタタール商人保護政策によって，この町の人口は急増し， 1760 

年には300戸， 1，158人の男性が数えられている [PbI啄 OB:181J 0 1770-71年に

は， 2，000人以上の男性がカルガルに居住し，カルガルはオレンブルク県のな

かで人口の上ではオレンブルクに次いで第二位を占めていた[豊川 2006:232J。

凶 CarlITOBacJI060Aa， CelIToBa cJI060Aa等と記された。 1784年11月7日，セイト
フスキー・スロボダは，セイトフスキー・ボサードと改名されて，村 c且060耳aか

ら町 rroc叫に昇格しそのなかには，市政庁 paTy凹 aが設置された[I1C3T.22: 

241 (N216089)J 0 現在はロシア語では TaTapCKa5IKapraJIaと呼ばれている

[iaφapOBa 1997J。

側 ギルドは資産によって区別され，第一・第二ギルドの構成員は人頭税を免除され，

体刑の対象からはずされた。 1770-80年代のオレンブルクには第三ギルドまで含め
ても，非ロシア人は存在しなかった。オレンブルク県全体でも，非ロシア人は，第

三三ギルドに 3人のタタール人がいるのみだった[豊)112006:236J 0 
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1792年には，カルガルには686人の農民のほか，町人 MeIl¥amIHが168人，商人

が1司820人数えられ [CTenaHOB1897: 606; YCMaHoB 1992: 512J， 1796年には1，000

戸，人口は両性合わせて9，468人が記録されている [MHXaJIeBa1980: 40J 0 

カルガルの住民は，与えられた耕地で自分たちの村とオレンブルクで消費す

る穀物を生産するとともに，パシキリアやロシアの諸都市で恒常的に商売を行

い，また，毎年夏にはオレンブルクとトロイツクの交易所でカザフやその他の

諸民族との交易に携わった。彼らはカザフのハンやスルタンのもとに書簡とと

もに派遣されることもあった [PMOT. 147: 215-216J。さらに彼らは，村の成立

当初から，中央アジアとの貿易の仲介役と Lても，オレンプルク県知事ネプ

リューエフの期待に応えた。ネプリューエフが商人を招くために中央アジア諸

国に送った上述の書簡を届けたのもカルガルの商人たちだ、った [Hen耳 目 白 138J0 

1749年には，サイード・ハヤーリンの息子で後に彼を継いで、カルガルの長と

なるアブドウツラー・ハヤーリン [MMBAT.4可.2:400 (NQ471)J の規模の小さ

い隊商が3‘000ループリの商品とともにヒヴァとブハラに送られ，そこで十分

な利益を上げて戻ってきた。さらに， 1750年にも隊商が送られたが，このとき

もアブドウツラー・ハヤーリンの5.000ループリの商品と代理人が送られた。

この隊商にはブハラの先のパルフとパダフシャンまで，可能であれば，カーブ

ルまで行くこと，その経路を探ることが指示されていた [PyccKo-M町 HHCKoe

OTHO凹巴mre280 (NQ137)J 0 

さらに，ネプリューエフは， iタタール人，アルメニア人，ギリシャ人，あ

るいは，身分は低いがそこの言葉と習慣を知悉したロシア人からなる隊商」を

インドに送ることを計画した [PyCCKO-MHI1凶CKoeOTHOIlleHHe: 28(ド281(NQ137)J 0 

この隊商を仕立てた 6人制のうちの一人が，アブドウツラー・ハヤーリンであ

り，彼の隊商は， 3，000ルーブリの商品をもって1751年 9月11日に，ヒヴァの

使節シール・ベク IIIHpEeKを伴ってオレンブルクを出発した。しかし，この

隊商はアフガニスタンでの戦乱のために失敗し，一行 5人のうち 4人が途上

同 これら 6人の尚人からなる貿易会社には， 1751年3月238に，バルブ，バダフシャ
ン，カーブルとの貿易で， 15年間の独占貿易の権利が認められた [PyωKO-

MHI1H誼CKoeOTHOIIIeH恥 283-284(N.I39)J。
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で死亡した。唯一帰還したイスマイル・ブン・ベクムハンマドは，インドから

メッカに行ったのち，ダマスクスで重病にかかり財産をすべて失う O 彼は回復

後，巡礼にきたクリム・タタール人の力を借りてイスタンブルへ行き，そこで

25年間働いたのちに， 1783年オレンブルクにもと守ってきた旧日 [YcMaHoB1967; 

YCMaHOB 1992: 511J。

イスマイル・ブン・ベクムハンマドの記すところによれば，隊商 5人のなか

にはムッラーの称号を持つものが二人含まれていた [YcMaHoB1967: 92J 0 

1757-58年に作成された土地証文においても，カルガルで商売を営むムッ

ラー・フセイン・アブドウツラフマーノフが登場する [MHEAT.4可 1:144-145 

(Nm) ， 157-159 (N2108)， 170-172 (NQ122);豊)112006: 26610 カルガルへの移住者の

なかに，商人とウラマーを兼ねる者がいたことは，商業ばかりでなく，以下に

述べるようにイスラームの学問の拠点ともなったカルガルの特徴をよく表して

いると言えるだろう。

この隊商の失敗は， しかし，タタール商人の帝国東方で、の活動に影響を与え

ることはなかった。彼らが先駆者となって切り聞いたタタール商人による中央

アジア貿易は， 18世紀末には，カザフ草原や中央アジアの諸都市に拠点を築く

までに発展し [YcMaHoB1992: 512]， 19世紀には， Iタタール商人は名の知れた

生粋のロシア商人よりもはるかに頻繁にブハラやコーカンドに赴く」ようにな

るのである [He6oJIbCI1H1855: 20J 0 

このように，カルガルのタタール商人たちは，中央アジアの商人とロシア商

人との仲介役として，また，自らも隊商を送り出す大商人として富を蓄えて

いった。彼らがかなりの財産を築いたことは 彼らの出資によりカルガルに複

数の工場が建設されていることからも [MrnmJIeBa1982・22J 明らかだが，その

関 イスマイル・ブン・ベクムハンマドは，帰国後にタタール語で旅行記を記してお

り，この作品は， 15世紀にロシアからインドへの旅を書き残したアファナシー・ニ

キーチンの『三海渡航記J(ニキーチンの旅行記に関する解説と邦訳は，中沢

2000-2002を参照)と並ぶ，ロシアからインドへの貴重な旅行記となっている(こ

の旅行記の解説とロシア語訳は， Y CMaHOB 1967を参照)。イスマイル・ブン・ベ

クムハンマドによれば，この隊商は，ウルゲンチからブハラへ行ったのち，パスラ

を経て海路インドを訪れ，その後メッカに向かっている [YcMaHoB1967: 92-98J。
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富の一部は，イスラームの宗教施設のために提供された [φapx凹 aTOB1994: 

18-19J。

3. 2 イスラームの学問の中心としてのカルガル

移住の条件として信仰の自由が認められていたカルガルにおいては，村の成

立と同時に，村の外側にモスクが建設された。このモスクについては，オレン

ブルク建設当初から長くオレンプルクで勤務したルイチコフが， I石造の土台

の上に立てられた，カザン県ではいまや見ることのできない，大きくてすばら

しいモスクがある」と記している [Pbl'lKOB242;豊川 2006:230J 0 このモスクは，

上述のハヤーリン一家の寄進により建設されたようであり，ハヤーリンの一族

が20世紀初頭までムタワツリーを務めていた[月eHi'ICOB2006: 181] 0 

1746年には，モスクのそばにこの村で最初のマドラサが建てられた。三番目

のマドラサは1760年に，三番目は1773年，四番目は1789年，五番目は1802年と，

次々に金曜モスクのそばにマドラサが建てられていき， 1869年には，カルガル

には 9つのモスクとそれに付随するマドラサがあり，そのうち 3つのモスクは

石造だ、った伯母。ここではブハラと同様の方式で、教育が行われていた。また，ム

スリム宗務局が1789年に設立されるまでは 地域のウラマーを選ぶための試験

が行われていた。地域の共同体によってアホンとして選ばれた人物は，カルガ

ルでの試験に合格してはじめて県知事に認可された [CTerraHOB1897: 608-609; 

Azamatov 1996: 99; 3Hl¥llKJIOrrel111'leCKll誼CJIOBapb:184J 0 

1章に記したように， 1740年代から50年代は，ロシアにおけるイスラーム文

化の中心だ、った沿ヴォルガ地方で激しい宗教弾圧が行われており，大部分のモ

スクが破壊された。カルガルにおいては，すべてがムスリム住民であり開

[CTerraHOB 1897: 603J，ロシア政府と正教会の最大の関心事であった非ムスリ

ムに対する宗教的な影響を心配する必要がなかったとはいえ，ロシア政府の寛

倒 M.r.raφapOBaによれば， 18世紀末の時点では，モスクとマドラサはそれそ、れ
11存在した [raφapOBa1997J。

開 ロシア人は，いたとしても，カルガルの行政を司る書記一人だ、った [CT巴rraHOB

1897: 603J。
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大さは特筆に値する O

18世紀末には，沿ヴォルガ地方からカルガルに学びに来るイマームやムダッ

リスも多かった [3HlJ;IIKJIOrre耳目前CK岨 CJIOBapb:184J 0 カルガルの学者としては，

アブドウツラフマーン・ブン・ムノ、ンマド・シャリーフ (1743-1826)‘Abudal-

Raりmanb. MuJ;ammad SharIf (ra6月間paXMaHIIIapHXOB) [Merαni: 231]， バグ

ダード出身のワリーウツデイーン・ブン・ハサン (1747-1831)WalI al-DIn b. 

I:Iasan al-BaghdadI [Mercani: 233-234]などカ宝いる O なかでも，アブドウツラフ

マーン・ブン・ムハンマド・シャリーフは，彼がマドラサで教鞭をとっていた

時代には，カルガルは宗教と学問の中心として，ブハラにもまったくヲ|けをと

らなかった [φapxrnaTOB1994: 19J と評されるほど，名声を集めた。 19世紀初

頭にマドラサが80存在したブハラと比較して[小松 1983:488J，ヲ|けをとらな

いというのは誇張としても，メルジャーニーのウラマー列伝のなかだけでも，

アブドウツラフマーン・ブン・シャリーフに学んだ、者の数は11人に上っており

[Mercani: 85-86， 128， 183-84， 219， 228， 229， 254， 261， 266， 269， 314J，ロシア・ムス

リムに対する彼の影響力の大きさが窺える O

また，エカテリーナ 2世から第一アホンの称号を与えられ，ムスリム宗務局

の最初のムフティーとなったムハンマド・ジャーン・ブン・フサイン Muham

mad ]an b. al-I:Iusayinと， 1.皮の後:を常陸いだムフティー，アブドウツサラーム・

アブ ダリ -'Abd al-Salam b. ‘Abd al-Ra1;Im al-'AbdarI (ra6)J;ecCaJIaM aJI-

ra6)J;epH)はカルガルで学んで、いる [Mercani:287-289， 298J 0 

プガチョフ叛乱時にカルガルが叛徒たちの拠点のひとつとなり [MlIxarreBa

1980: 25;豊川 2006:340J，叛徒たちの「ベテルブルク」と呼ばれたのは，叛徒

のなかに多くのムスリムが含まれており，彼らにとってカルガルが非常に重要

な場所として敬われていたことと無関係ではないであろう倒 [CTerraHOB1897: 

402Jo 

1767年にカルガルの住民が新法典編纂委員会に提出した， I我々の村とその

同 プガチョフ反乱の指導者には，カルガルのタタール人 Cal¥bIKCellToBが含まれ

ていた [rrorrOB1973: 17J。
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周辺に居酒屋を永遠に造らないことについてjの要求は，この地の住民の敬度

さの一端を示しているといえるだろう。ただし，その理由は， Iワイン，ビー

ル，蜂蜜j酉が我々住民の誰かに必要となった場合は，これまでどおり J10露里

以上はなれた近所の村に買いに行けばよいから，というものであり，カルガル

のムスリム全員が飲酒しないわけではなかった [PHOT.147: 224J 0 

エカテリーナ 2世が宗教的寛容政策を採り始めると，各地にモスクやマドラ

サが次々と建設され倒，カルガルは際立つた存在ではなくなる。オレンブルク

のタタール人について研究したコサチ r.r.Koca<J:は， 19世紀初頭にオレンブ

ルクの町に最初のモスクができて以来，オレンブルク自体が，カルガルの代わ

りを果たすようになり，カルガルは衰退したと記しているが [Koc四 1998:39J， 

イスラーム教育の面では，カルガルは19世紀に入っても衰退してはいない。

1869年にはカルガルの 9つのマドラサでは496人のパシキール人，タタール

人，カザフ人が学んで、いた。 19世紀末には，学生の数は700人近くにのぼった。

また， 18世紀末からは，マクタブも次々と建てられていき， 1816年までに 6，

1910年までに10のマクタブが開設された[月間前OB2006: 173J 0 1904年にカルガ

ルを訪れたロシア政府高官ブデイロヴィチ A.C.Ey)J，llJIOBll<J:は，カルガルの

マドラサを，ロシアにおけるタタールの学問の中心のひとつと呼んでおり

[φapx皿 aTOB1994: 60-61J，カザンやステルリパシュなどと並んで，カルガ

ルは， 19世紀後半から20世紀初頭にかけても，重要なイスラーム教育拠点であ

りつづけた。確かに，カルガルにおいては，旧守派の反対によりロシア語教育

が導入されず[耳eHHcOB2006: 179-180J，時代に取り残された面はあるものの，

1901年にカルガル出身の大商人フサイノフ兄弟が開設した師範学校酬は，ロシ

アにおけるジャディード運動の拡大に重要な役割を果たした[耳eHHcOB2006: 

176J。

倒 モスクの建設白体は，エカテリーナ 2世即位以前の1756年8月23t:Iに，男性200
人以上にーっという条件つきで許可されている [rrC3T.14・607-612(.N'Q10587)]。

酬 この師範学校については Ayyubb. lbrahim 1913参照。
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お わ り に

沿ヴォルガ地方における激しい正教化政策と平行した，パシキリアにおける

相対的に寛容な宗教政策によって また 政府によるパシキリアへの積極的な

移住奨励政策によって，沿ヴオルガ地方のタタール人の東方への移住が起こり，

これはパシキリアにおけるイスラームの影響の深化という，ロシア政府にとっ

ては皮肉な結果をもたらすことになった。タタール商人の町カルガルの成立は

この移住の波の一環と Lて考えることができる。

カルガルのタタール商人たちには，ロシア政府によるオレンブルクを中心と

した東方政策の一部として，例外的に信仰の自由が認められていた。彼らは，

オレンブルク行政府に協力しつつ，対中央アジア貿易の発展に努めるとともに，

カルガルをイスラームの学問の中心として確立していった。

ロシアにおけるタタール人の位置づけという観点から見れば， 18世紀前半の

正教化政策と東方政策の交錯を背景に，ロシアにおけるタタール人の役割は，

軍人から，オレンブルクを中心とするロシアの対中央アジア貿易の仲介者に変

化していったといえる O

エカテリーナ 2世時代のタタール人復興の基礎は， じつは正教化政策が推し

進められた18世紀半ばのロシア政府のもとですでに築かれつつあった。この矛

盾は，ロシア政府がオレンプルクを中心とする東方貿易の発展を目指したこと

から発生しており，ロシア政府にとっての東方政策の重要牲を示すものである。

エカテリーナ 2世の時代に宗教的な抑圧が弱まると，タタール商人はロシア政

府との協力関係をさらに強めて，ロシアにおけるイスラームの発展に一層寄与

することになる。
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THE FOUNDATION OF THE TATAR TRADING TOWN

OF QARGHALI (SEITOVSKAIA SLOBODA)

-EARLY 18th CENTURY RUSSIAN RELIGIOUS POLICY

AND EASTWARD EXPANSION-

HAMAMOTO Mami

Russian Christianization policy during the first half of the 18th century was

first focused on the Tatar upper classes who, as military officers, formed a portion

of the Russia's upper class until the 17th century. Those who refused conversion

to the Russian Orthodox Church, that is, those who rejected Russianization, were

still referred to as military men (CJIy)KMJIbIM) in the 18th century, but they were

stripped of various privileges, and in reality their social status was reduced to that

of farmers. The Tatar upper class ultimately disintegrated during this period.

From members of the former Tatar upper class who had remained Muslims came

many merchants and Islamic clerics-probably due to their level of education, a

certain level of savings, and the commercial experience they had garnered since

the 17th century.

From the 1730s to 1750s, the Russian government promoted an organized

policy of Christianization without regard to class. Some Muslims escaped religious

oppression by migrating to the east. In Bashkiriia, situated to the south-east of

the Volga region, religious oppression was not carried out as stringently as in the

Volga region due to the rebellions of the Bashkir people as well as the policies of

colonization and commercial development being promoted at the time. As a result

of the eastward migration of the Tatars, the Islamic influence that had already

existed in Bashkiriia became even stronger. It can be surmised that establishment

of the Tatar merchant town of QarghalI was a part of this wave of migration.

For the Russian government, the existence of Muslim Tatar merchants was

necessary for the conduct of the eastern trade, and therefore QarghalI, a Kazan

Tartar merchant village, which was granted many privileges, including freedom of

belief, was established on the outskirts of Orenburg. QarghalI became a crucial

base for the commercial development of Orenburg, as the government had

intended, but at the same time it also developed as a center of Islamic study.

When viewed from the standpoint of an attempt to grasp the position of the

Tatars in Russia against the backdrop of the policies of the imposition of Orthodox
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Christianity and eastward expansion in the early 18th century, the role of the

Russian Tatars can be seen as having evolved from that of warriors to that of

serving as intermediaries in the trade between Russia and Central Asia, which was

centered on Orenburg.

The foundation for the revival of the Tatars during the reign of Ekarterina II

was already being established during the mid 18th century through the Russian

government's policy of imposing Orthodox Christianity. This contradiction,

growing out of the fact that the Russian government sought to develop the

eastern trade centered at Orenburg, also indicates the importance of the Russian

government policy of eastward expansion.
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